
伊 選 管 委 告 示 第 ２ ０ 号  

 

 

 

直 接 請 求 に 必 要 な 選 挙 人 の 数 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ７ ４ 条 第 ５ 項 ， 第 ７

５ 条 第 ６ 項 ， 第 ７ ６ 条 第 ４ 項 ， 第 ８ ０ 条 第 ４ 項 ， 第 ８ １ 条 第 ２ 項

及 び 第 ８ ６ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 選 挙 権 を 有 す る 者 の 総 数 の

５ ０ 分 の １ の 数 及 び ３ 分 の １ の 数 に つ い て は 次 の と お り で あ る 。  

 

 

記  

 

 

選 挙 権 を 有 す る 者 の 総 数 の ５ ０ 分 の １ の 数    ３ ,３ １ ８ 人  

選 挙 権 を 有 す る 者 の 総 数 の ３ 分 の １ の 数    ５ ５ ,２ ８ ８ 人  

 

 

 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日  

 

 

                 伊 丹 市 選 挙 管 理 委 員 会  

                 委 員 長  増  井   宏  基  

 

 


